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令和６年度 飯山市財政健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

 

２ 審査の実施方法及び着眼点 

  この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし、飯山市監

査基準に準拠して実施した。 

 

 

３ 審査の実施場所及び日程 

 

実 施 期 日 監 査 対 象 課 等 実施場所 

令和 7 年 8 月 7 日（木） 企画財政課 財政係 
飯山市役所 

41 号会議室 

 

 

４ 審査の結果 

  この審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

 

                              （単位：％） 

健全化判断比率 令和６年度 令和５年度 早期健全化基準 備 考 

① 実質赤字比率 － － 13.59  ※1 

② 連結実質赤字比率 － － 18.59  ※1 

③ 実質公債費比率 11.6 11.7 25  

④ 将来負担比率 － － 350  

備考※1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、「－」と表示してあるが、計算 

     結果がマイナス（黒字）であったためである。 
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５ 意見 

  健全化判断比率のうち実質赤字比率と連結実質赤字比率については、歳入が歳出

を上回っており、いずれも赤字額の計上はない。また、将来負担比率は、将来負担

額より充当可能財源等が上回っており、昨年度に引き続き比率化できない年度とな

っている。 

  実質公債費比率は前年度より 0.1ポイント減の 11.6％である。 

  財政健全化に向けての日頃の努力を評価すると同時に、今後も効果的かつ適正な

財政運営が図られるよう要望するものである。 
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（参 考） 

 

健全化判断比率の状況 

当年度の健全化判断比率は、次のとおりとなっている。 

 

（１） 実質赤字比率の状況 

（単位：千円） 

会計名 

実質収支額 

６年度 ５年度 対前年度増減 

一

般

会

計

等 

一般会計 941,625 864,147 77,478 

一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計 

飯山市福祉企業センター特別会計 1,761 2,063 △ 302 

飯山市ケーブルテレビ事業特別会計 9,016 10,381 △ 1,365 

        

        

        

        

        

        

         

合         計 952,402 876,591 75,811 

標 準 財 政 規 模 8,661,687 8,517,787 143,900 

実質赤字比率（％） △ 10.99 △ 10.29 － 

 

 当年度の一般会計等における実質収支額は 952,402千円で、標準財政規模 8,661,687千円

に対する割合、実質赤字比率は△ 10.99％となっており、黒字の状況となっている。 
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（２） 連結実質赤字比率の状況 

（単位：千円） 

会     計     名 
実質収支額 

６年度 ５年度 対前年度増減 

一
般
会
計
等 

一  般  会  計 941,625 864,147 77,478 
一
般
会
計
等
に
属
す
る
特
別
会
計 

飯山市福祉企業センター特別会計 1,761 2,063 △ 302 

飯山市ケーブルテレビ事業特別会計 9,016 10,381 △ 1,365 

        

        

小計（Ａ） 952,402 876,591 75,811 
一
般
会
計
等
以
外
の
特
別
会

計
の
う
ち
公
営
企
業
に
係
る

特
別
会
計
以
外
の
会
計 

飯山市国民健康保険特別会計 54,372 16,921 37,451 

飯山市介護保険特別会計 187,003 204,975 △ 17,972 

飯山市後期高齢者医療特別会計 803 440 363 

飯山市駐車場事業特別会計 697 461 236 

小計（Ｂ） 242,875 222,797 20,078 

公 営 企 業 会 計 名 
資金不足・剰余額 

６年度 ５年度 対前年度増減 

法
適
用
企
業 

宅
地
造
成
事
業
以
外 

飯山市水道事業会計 1,039,989 1,170,687 △ 130,698 

飯山市下水道事業会計 162,115 － 162,115 

      

      

法
非
適
用
企
業 

宅
地
造
成
事
業
以
外 

飯山市簡易水道特別会計 7,018 3,573 3,445 

飯山市公共下水道事業特別会計 － 62,018 △ 62,018 

飯山市特定環境保全公共下水道 

事業特別会計 
－ 20,364 △ 20,364 

飯山市農業集落排水事業特別会計 － 4,999 △ 4,999 

小  計  （Ｃ） 1,209,122 1,261,641 △ 52,519 

合 計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 2,404,399 2,361,029 43,370 

標 準 財 政 規 模 8,661,687 8,517,787 143,900 

連結実質赤字比率（％） △ 27.75 △ 27.71 － 
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（注） 

１ 一般会計等とは、地方公共団体が設置する会計のうち、一般会計と次の２と３のいずれに

も属さない特別会計をいう。 

２ 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計とは、事業の実

施にともなう収入をもって当該事業に要する費用を賄うべき事業に係る特別会計をいい、具

体的には、次に掲げる事業（地方公営企業法を適用していない事業に限る。）に係る特別会

計をいう。（国民健康保険・介護保険特別会計・後期高齢者医療特別会計・駐車場事業特別

会計） 

   ３ 公営企業会計とは、法適用企業（地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用する企業）

に係る特別会計及び法非適用企業（地方財政法第 6 条に規定する政令で定める公営企業のう

ち法適用企業以外のもの）に係る特別会計をいう。 

 

 

当年度の一般会計等における実質収支額は 9億 5,240万円、一般会計等以外の特別会計の

うち公営企業に係る特別会計以外の会計の実質収支額は 2億 4,288万円、公営企業会計（法

適用企業）における資金剰余額は 12 億 210 万円、全会計における実質収支額または資金余

剰額の合計額は 24億 440万円で標準財政規模に対する割合、連結実質赤字比率は△27.75％

となっており、黒字の状況となっている。 
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（３） 実質公債費比率の状況 

（単位：千円） 

区        分 ６年度 ５年度 ４年度 

① 
元利償還金の額（繰上償還額等を除く） 1,843,284 1,834,722 1,749,096 

② 
積立不足額を考慮して算定した額 0 0 0 

③ 満期一括償還地方債の１年当たりの元金償還金に相当

するもの（年度割相当額） 
0 0 0 

④ 公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財

源に充てたと認められる繰入金 
719,234 753,310 788,853 

⑤ 一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められ

る補助金又は負担金 
71,391 135,276 181,335 

⑥ 
公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 0 107 5 

⑦ 
一時借入金の利子 0 0 0 

⑧ 
特定財源の額 86,964 90,518 93,084 

⑨ 
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費 504,848 563,977 601,061 

⑩ 
災害復旧費等に係る基準財政需要額 1,295,040 1,247,701 1,175,244 

⑪ 密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還

金及び準元利償還金（ただし、④～⑦に係るものは、地

方債の元利償還額を基礎として算入されたものに限

る。） 

21,337 24,197 26,181 

⑫ 
標準税収入額等 3,293,327 3,244,206 3,308,185 

⑬ 
普通交付税額 5,347,045 5,226,130 5,064,935 

⑭ 
臨時財政対策債発行可能額 21,315 47,451 101,774 
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実質公債費比率（％） 実質公債費比率（％） 

（単年度） （３カ年平均） 

  令和６年度     10.60923     

11.6 

              

  令和５年度     11.92806        

11.7 

        

  令和４年度     12.34515            

11.7 

  

  令和３年度     11.11864                 

  令和２年度     11.74247                   

 

 

                      

  
実質公債費比率 ＝ 

（Ａ＋Ｂ） － （Ｃ＋Ｄ）   

     Ｅ － Ｄ     

                      

 

Ａ：地方債の元利償還金（繰上償還等を除く） ① 

Ｂ：地方債の元利償還金に準ずるもの（「準元利償還金」） ②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦ 

Ｃ：元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 ⑧ 

Ｄ：地方債に係る元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政

需要額に算入された額（「算入公債費の額」）及び準元利償還金に要する経費として普

通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額（「算入準公債費の額」） 

⑨＋⑩＋⑪ 

Ｅ：標準的な規模の収入の額（「標準財政規模」） ⑫＋⑬＋⑭ 

 

 

当年度の実質公債費率（3 カ年平均）は、11.6％となっており、前年度と比較して 0.1 ポ

イントの減となっている。早期健全化基準 25.0％を下回っている。 
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（４） 将来負担比率の状況 

ア 将来負担額の状況 

    （単位：千円） 

区    分 
金      額 

６年度 ５年度 対前年度増減 

地方債の現在高 11,445,803 11,690,693 △ 244,890 

債務負担行為に基づく支出予定額 0 2,870,171 △ 2,870,171 

公営企業債等繰入見込額 4,774,531 5,421,386 △ 646,855 

組合負担等見込額 253,202 247,086 6,116 

退職手当負担見込額 1,898,192 1,841,277 56,915 

設立法人の負債額等負担見込額 0 0 0 

  地方道路公社 0 0 0 

  土地開発公社 0 0 0 

  第三セクター等 0 0 0 

連結実質赤字額 0 0 0 

組合連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 

計（Ａ） 18,371,728 22,070,613 △ 3,698,885 

 

 

イ 充当可能財源等 

 

    （単位：千円） 

区    分 
金      額 

６年度 ５年度 対前年度増減 

充当可能基金 6,338,980 6,774,098 △ 435,118 

充当可能特定歳入 702,903 833,951 △ 131,048 

  うち都市計画税 377,190 523,698 △ 146,508 

基準財政需要額算入見込額 13,751,740 14,752,856 △ 1,001,116 

計（Ｂ） 20,793,623 22,360,905 △ 1,567,282 
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ウ 将来負担比率 

 

  ６年度     ５年度     対前年度増減   

  －     －     －   

 

 
      

 

将来負担比率（％） ＝ 

 Ａ  －  Ｂ  

  Ｃ  －  Ｄ  

      

 

Ａ：将来負担額      （ 18,371,728千円 ） 

Ｂ：充当可能財源等  （ 20,793,623千円 ） 

Ｃ：標準財政規模  （ 8,661,687千円 ） 

Ｄ：算入公債費等の額（ 1,821,225千円 ） 

 

 当年度の将来負担比率は、Ａ：将来負担額よりＢ：充当可能財源等が上回り、マイナスと

なるため比率化ができない年度である。早期健全化基準 350.0％を下回っている。 
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令和６年度 飯山市公営企業会計経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

  資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２ 審査の主な実施内容・着眼点 

  この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼とし、飯山市監査

基準に準拠して実施した。 

 

３ 審査の実施場所及び日程 

 

実 施 期 日 監 査 対 象 課 等 実施場所 

令和 7 年 8 月 7 日（木） 企画財政課 財政係 
飯山市役所 

41 号会議室 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

記 

（単位：％） 

会  計  名 
令和６年度 

資金不足比率 

令和５年度 

資金不足比率 

経営健全

化基準 
備  考 

水道事業会計 － － 20.0 資金不足はない 

下水道事業会計 － － 20.0 資金不足はない 

簡易水道特別会計 － － 20.0 資金不足はない 
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（参 考） 

資金不足比率の状況 

当年度の公営企業会計における資金不足比率は、次のとおりとなっている。 

 

（単位：千円、％） 

項    目 ６年度 ５年度 対前年度増減 

水道事業会計 

資金不足・剰余額 1,039,989 1,170,687 △ 130,698 

事業の規模 430,032 434,990 △ 4,958 

資金不足比率 - - - 

下水道事業会計 

資金不足・剰余額 162,115 - - 

事業の規模 390,077 - - 

資金不足比率 - - - 

簡易水道特別会計 

資金不足・剰余額 7,018 3,573 3,445 

事業の規模 16,452 18,713 △ 2,261 

資金不足比率 - - - 

※「資金不足・剰余額」について、不足している場合は負の値になります。 

 

算定式は、下記のとおり 

 

     

 
資金不足比率（％）   ＝ 

資金の不足額  

 事業の規模  

     

 

すべての公営企業において資金不足は生じていない。 

 

 

 


